
公益社団法人東京社会福祉士会
２０２５年度事業計画

Ⅰ．重点課題

現在、我が国は地域共生社会の実現に向けて包括的な支援体制の整備を進め、重層的支援体制整

備事業においては、複合化・複雑化した課題を受け止める多機関協働かつ分野横断的な支援体制づく

り、伴走支援、アウトリーチ支援、地域づくりの促進等、実に多様な施策が示されており、これらの推進に

はソーシャルワーク機能の活用が不可欠とされており、そのような情勢にあって本会は 2025 年度に法

人化 20 年を迎える。

2024 年度に掲げた「倫理綱領・行動規範の全会員への周知、理解促進」「組織率の向上」「地域の複

雑化・複合化した支援ニーズに職能団体として担うべきメゾ・マクロの取り組みの推進及び発信」という

３点の重点課題は、今後も継続して取り組むべき重要な課題である。

これらを踏まえ、改めて 2026 年度までの３年間の中期的な課題として設定し、ソーシャルワーク専門

職の職能団体として、会員が自身のフィールドにおいて高い実践力を発揮することを後押しし、各部門

においては各種事業の実施及び活動等を通じてこれらの推進に貢献し、その使命と役割を果たしていく

ことを目指す。

また近年、都内の自治体や団体等から、専門分野に関する事業受託の打診や実施主体を担う期待が

寄せられることが増えているほか、センター全体会議においては、制度への提言やパブリックコメント等

の発出について組織的合意形成の仕組みを協議している。このような新たな取組を効果的に推進する

ための組織体制の見直しについて検討を行う。

１．倫理綱領・行動規範の全会員の周知・理解促進

本会に寄せられる意見・要望等の声をもとに、以下の項目に関する取組を進める。

（１）会員のアサーティブなコミュニケーション力の向上及びソーシャルワークの実践力向上

（２）多職種連携及びチームアプローチの実践力向上

（３）利益相反関係や利益供与等を行わないものとする適正な職業倫理観及びリテラシーの浸

透

２．組織率の向上（入会促進）

職能団体における活動の意義を広め、資格取得を目指す学生や多様な分野で活躍する有資格者に対

して全部門を挙げて具体策を講じ、入会促進活動を行う。2025 年 4 月からは新たな取組として、対象

者の入会金及び年会費を免除する「入会応援キャンペーン」をスタートする。

（１）全部門における「魅力ある会活動」に関する取組の実施

（２）全部門における入会促進に関する広報活動の実施

（３）組織率１５％の実現

※【2024 年 12 月末現在】東京 4,438 人/33,109 人（組織率参考値 13.4％）

３．地域の複雑化・複合化した支援ニーズに職能団体として担うべきメゾ・マクロの取組

特に重層的支援体制整備事業に取り組む自治体単位の地域課題に着目し、各種活動を展開する。

（１）東京都内の地域に密着したメゾの取組の推進

（２）地区社会福祉士会（地区会）における地域ニーズに即した活動のバックアップ及び協働

（３）各センターにおける、地域課題に即した体制の構築及び事業の推進

（４）新たな取組を効果的に運営するための組織体制の見直しの検討
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Ⅱ．活動内容
１．総会、理事会、業務執行理事会議、センター全体会議ほか

（１）総会

定時総会を毎年６月末に開催し、理事及び監事の選任、貸借対照表・損益計算書の承認、定款・規

則類の変更等を決議し、理事から本会の運営状況と事業概況を説明、報告する。

（２）理事会

理事会は、臨時招集も含めて年間６～８回開催し、全理事と監事及び相談役の出席のもと、以下の

職務を行う。

・本会の業務執行の決定

・理事の職務執行の監督

・会長、副会長及び業務執行理事、その他主要な職責者の選定及び解職

（３）業務執行理事会議

 本会の重要課題について理事会に向けた論点整理等の協議及び情報共有や運営状況の確認を行

うため、業務執行理事会議を設置する。原則毎月１回開催する。ただし、必要に応じて適宜開催とする。

（４）センター全体会議

 ２か月に１回程度の頻度で、各センターの代表者、調査・研究センターに属する委員会の委員長、事

業推進センターの事業部長及び会長、副会長、理事が出席し、運営に関する意見集約、各センター内

の活動に関する情報共有、役員改選期の会員理事候補者の推薦を行う。

（５）選挙管理委員会

会員理事選挙に関する、以下の業務を行う。

・選挙の公示

・立候補の届出の受付及び審査

・投票用紙の作成、配布及び回収

・開票及び投票の有効無効の判定

・選挙結果の確定

・総会における報告

・その他

（６）倫理委員会

社会福祉士である会員の倫理及び専門性の向上に関する支援のため、本会の組織において独立

した立場で活動を行う。本会の会員のほか、会員以外の委員により、必要に応じて、以下の事項につ

いて審議を行う。

 ・会員の倫理及び行動規範に関すること。

 ・会員の懲罰に関すること。

 ・会員に対する苦情申立てに関すること。

 ・会員の不服申立てに関すること。

 ・「倫理委員会規則」、「懲戒基準規則」及び「会員に対する苦情への対応及び会員に対する懲戒手続

に関する規則」の改廃に関すること。

（７）個人情報保護管理委員会

個人情報保護管理委員会は、「個人情報保護管理規程」に基づき、適切な個人情報保護管理のための必

要な指導、監督を行う。



２．生涯研修センター

生涯研修センターは、基礎研修部会・独自研修部会・認証研修部会・スーパービジョン部会の４部会を

設置し、センター会議では事業全体の進捗確認や各部門が企画する研修の承認、課題の検討等を行

い、事務局では会員の研修履歴の管理、受講者募集や提出物の管理、スーパービジョンのコーディネー

ト関連事務等を年間を通じて行っている。会員の自己研鑽を支援するための生涯研修制度及び認定社

会福祉士認証制度の普及啓発に関する事業を推進することで、会員が倫理綱領・行動規範に基づいた

最善の実践が可能となるよう専門性の向上に取り組む。

2025 年度

重点課題

1. 研修の企画運営において、社会福祉士が社会福

祉士を育てるという循環型の人材育成の仕組の構

築を目指した、センター及び部会の体制整備並び

に人材育成・確保を進める。

2. 倫理綱領・行動規範を基礎とした研修運営と会員

（受講生）への意識づけ 、社会福祉士としての専門

的職業倫理観及びリテラシー

（知識や能力を活用する力）の意識づけを図る。

3. 研修運営のデジタル化を検討し、受講生の利便性

の向上及び研修運営業務の省力化を図る。

事
業
実
施
計
画

１．センター運営

(1)生涯研修センター会議の開催（毎月 1 回）

(2)部会の円滑な運営（基礎研修部会、独自研修部

会、認証研修部会、スーパービジョン部会）及び部

会員に係る人材育成・確保

２．基礎研修部会

基礎研修の企画・運営

①基礎研修Ⅰ（年 2 日×2 コース実施）

②基礎研修Ⅱ（年 8 日×2 コース実施）

③基礎研修Ⅲ（年 9 日×2 コース実施）

３．独自研修部会

独自研修の企画・運営

①ファシリテーター研修（3 回）

②社会福祉士実習指導者講習会（2 日）×2 回

③実習指導者フォローアップ研修（1 日）

④倫理綱領・行動規範研修

⑤ソーシャルワーク実践における意思決定支援研修

（1 日）

⑥アサーティブ・コミュニケーション研修

（1 回）

４．認証研修部会

認証研修の企画・運営

①ソーシャルワーク基礎研修（4 日）

②認証研修の新規・更新手続き、実施報告
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５．スーパービジョン部

会

(1)研修の企画・運営

①第 33回スーパービジョン研修（10 回）

②実践スーパービジョン研修（8回）

③実践グループスーパービジョン研修（仮称）準備

(2)スーパーバイザー登録説明会及び研修の開催

(3)スーパービジョンコーディネート

(4)スーパービジョン体験会の実施

(5)スーパーバイザーサポート体制の構築

６．研修運営の体制構

築

組織強化のためのあり方検討会第3期「センターの

役割と収支のあり方」に関する提言書（2023年 6

月 23日）を踏まえた検討及び体制の構築

①部会員、スタッフ・ファシリテーターの増員と育成

②研修運営マニュアルの作成

③研修運営方法及びデジタル化の検討

７．研修開催の支援

(1)研修開催の支援

センター・委員会が主催する研修のサポート

(2)独自研修の承認と修了情報の管理

(3)研修開催に関する情報提供・調整

８．日本社会福祉士会

との連携

(1)全国生涯研修委員会議への出席

(2)日本社会福祉士会主催研修への受講者推薦

(3)認定社会福祉士の取得促進、取得者の活用

(4)実践研究の促進



３．調査・研究センター

調査・研究センターは、多岐にわたる社会福祉の専門分野において、それらを専門的に調査研究する委

員会の活動を支援し、社会福祉士の専門性向上に資すること、及び委員会の活動を広く周知し、ひいて

は社会福祉士資格の認知度地位向上に寄与することを目的とする。

 

2025 年度

重点課題

1. 委員会の活性化

2. 委員会間の連携

3. ＨＰを活用した委員会の活動等の周知

事
業
実
施
計
画

１．連絡調整会議

・基本的には四半期に１回の定期開催

必要に応じて、臨時開催とする。

・情報共有、検討、決議を行う。

２．特別助成費

・プロポーザル形式による企画の募集

・選定委員会の開催

・交付決定

３．実践研究大会

準備委員会

・2026 年度実践研究大会開催に向けた準備委員会

（仮称）の立ち上げ

・開催場所の選定、会場予約、方向性の検討

４．ＨＰの活用
・ＨＰを活用した委員会活動の周知

・ＨＰを活用した委員会主催の研修等の周知
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調査・研究センターは、多岐にわたる社会福祉の専門分野において、それらを専門的に調査研究する委

員会の活動を支援し、社会福祉士の専門性向上に資すること、及び委員会の活動を広く周知し、ひいて

は社会福祉士資格の認知度地位向上に寄与することを目的とする。

 

2025 年度

重点課題

1. 委員会の活性化

2. 委員会間の連携

3. ＨＰを活用した委員会の活動等の周知

事
業
実
施
計
画

１．連絡調整会議

・基本的には四半期に１回の定期開催

必要に応じて、臨時開催とする。

・情報共有、検討、決議を行う。

２．特別助成費

・プロポーザル形式による企画の募集

・選定委員会の開催

・交付決定

３．実践研究大会

準備委員会

・2026 年度実践研究大会開催に向けた準備委員会

（仮称）の立ち上げ

・開催場所の選定、会場予約、方向性の検討

４．ＨＰの活用
・ＨＰを活用した委員会活動の周知

・ＨＰを活用した委員会主催の研修等の周知

【権利擁護委員会】

2025 年度

重点課題

1. 定例会における研究報告・発表

2. 権利擁護にかかる実践上の課題等の研究

3. 権利擁護支援の関係者とのネットワーク構 築

事
業
実
施
計
画

１．定例会

回  数：年６回（２か月に１回奇数月）

対  象：現在、メーリングリストに登録されている権利

擁護委員会委員約 50 名の他、参加を希望する者

２．研究会
回  数：年１回

参加者：社会福祉士、希望する一般市民

３．交流会

回  数： 年１回

参加者：社会福祉士、権利擁護トピックに関心をもつ

者

・権利擁護の課題のなかでも、現在、社会問題になっているものや、いままで社

会福祉士会で取り上げていなかったテーマを積極的に研究していきたい。

・リアル開催よりも気軽に参加でき、全国からゲストを呼ぶことも可能であるこ

とから、定例会のオンライン開催が定着している。

しかし、ここ数年、リアル開催がないため、できればリアルに顔を合わせる機

会をつくりたい。

 



【子ども家庭支援委員会】

2025 年度

重点課題

1. 子ども（こども）に関する幅広い取組

2. 専門的な知見や技法を広く共有して深める

3. 子どもアドボカシー（権利擁護）の取組

事
業
実
施
計
画

１．定例会の開催

回数：年 12 回（毎月定期開催）

対象：子ども家庭支援委員会委員及び意見表明等支

援員登録者（各回 15 人程度）

２．研修会の開催
回数：年 1 回程度

対象：社会福祉士 約 50 人

３．子どもアドボカシー

に関する取組の展開

地方自治体から本会に子どもの権利擁護調査員

等の推薦依頼があったときは、適任者を候補者とし

て推薦する。

(2)子どもアドボカシーに関する学習会を開催し、委

員の意識高揚を図る。

(3)意見表明等支援事業を受託している他の県士会

と交流し、情報や意見の交換を進める。

４．品川区から受託して

いる子どもの意見表

明等支援事業

 訪問アドボカシーを毎週継続実施する。

(2)必要に応じ、意見表明等支援員養成講座を実施

する。



【子ども家庭支援委員会】

2025 年度

重点課題

1. 子ども（こども）に関する幅広い取組

2. 専門的な知見や技法を広く共有して深める

3. 子どもアドボカシー（権利擁護）の取組

事
業
実
施
計
画

１．定例会の開催

回数：年 12 回（毎月定期開催）

対象：子ども家庭支援委員会委員及び意見表明等支

援員登録者（各回 15 人程度）

２．研修会の開催
回数：年 1 回程度

対象：社会福祉士 約 50 人

３．子どもアドボカシー

に関する取組の展開

地方自治体から本会に子どもの権利擁護調査員

等の推薦依頼があったときは、適任者を候補者とし

て推薦する。

(2)子どもアドボカシーに関する学習会を開催し、委

員の意識高揚を図る。

(3)意見表明等支援事業を受託している他の県士会

と交流し、情報や意見の交換を進める。

４．品川区から受託して

いる子どもの意見表

明等支援事業

 訪問アドボカシーを毎週継続実施する。

(2)必要に応じ、意見表明等支援員養成講座を実施

する。

【司法福祉委員会】

 

2025 年度

重点課題

1. 委員会活動と組織の整備

2. 司法福祉研修の充実 – 基礎から専門まで

3. 刑事司法への関与事業

「刑事司法ソーシャルワーカー」の体制整備

事
業
実
施
計
画

１．委員会活動（月例会

／勉強会、幹事会の

開催）

回数：12 回（毎月定期開催）

対象：司法福祉委員会委員 約 400 名

２．メーリングリストで

の情報・意見の交換
メーリングリストでの情報・意見の交換

３．入門研修１

（基礎研修）の開

催

回数：年１回

対象：社会福祉士（東京会員・他県会員他）100 名

４．公開講座の開催

（啓発市民講座）

回数：年１回

対象：社会福祉士、保護司、学生、一般市民他 150

人

５．刑事司法への関与

事業の実施／刑事司

法ソーシャルワーカー

養成講座開催

回数：年１回

対象：東京社会福祉士会会員 20 名

６．刑事司法への関与

事業の実施／名簿

登載・コーディネー

ト・推薦・リスク管理

等

対象：刑事司法ソーシャルワーカー90 名

７．刑事司法への関与

事業の実施／継続

（スキルアップ）講座

の開催

回数：4 回

対象：東京社会福祉士会刑事司法ソーシャルワーカ

ー登録者 80 名

８．刑事司法への関与

事業の実施／判決

後支援事業

交通費：約 20 回 

切手代（文通転送＋身分証送料）：250 件

対象：東京社会福祉士会刑事司法ソーシャルワーカ

ー登録者 90 名



【就労支援委員会】

 

2025 年度

重点課題

1. 社会福祉士として就労支援の学びの場づくり

2. 参加者の相互のサポート機能

3. 委員会活動の周知のための発信

事
業
実
施
計
画

１．ステップアップ

講座の開催

以下の目的で実施する。

・就労支援に必要な知識とスキルの向上。

・先進事例や実践者の話題から知見を広げ深める。

・参加者でシェアし学び合いの機会とする。

回数：年 6 回（リアル・オンライン併用）

参加者：20 名程度

対象：就労支援委員会及び関心のある方。

※一般にも広く周知し学びの場を提供する。参加

者の交流とネットワークの機会としても位置付け

る。

その他：東京社会福祉士会ＨＰ掲示板で告知する 。

２．定例委員会の

開催

参加者による情報交換・意見交換、グループスーパー

ビジョンを行い、就労支援に関わる人の相互のサポ

ートの場とする。また、ステップアップ講座の企画、委

員会運営について話し合う。

回数：年 6 回（リアル・オンライン併用）

参加者：12 名程度

対象：就労支援委員会及び関心のある方。

※参加者の交流・ネットワークの機会としても位置

付ける。

その他：東京社会福祉士会ＨＰ掲示板で告知する。



【就労支援委員会】

 

2025 年度

重点課題

1. 社会福祉士として就労支援の学びの場づくり

2. 参加者の相互のサポート機能

3. 委員会活動の周知のための発信

事
業
実
施
計
画

１．ステップアップ

講座の開催

以下の目的で実施する。

・就労支援に必要な知識とスキルの向上。

・先進事例や実践者の話題から知見を広げ深める。

・参加者でシェアし学び合いの機会とする。

回数：年 6 回（リアル・オンライン併用）

参加者：20 名程度

対象：就労支援委員会及び関心のある方。

※一般にも広く周知し学びの場を提供する。参加

者の交流とネットワークの機会としても位置付け

る。

その他：東京社会福祉士会ＨＰ掲示板で告知する 。

２．定例委員会の

開催

参加者による情報交換・意見交換、グループスーパー

ビジョンを行い、就労支援に関わる人の相互のサポ

ートの場とする。また、ステップアップ講座の企画、委

員会運営について話し合う。

回数：年 6 回（リアル・オンライン併用）

参加者：12 名程度

対象：就労支援委員会及び関心のある方。

※参加者の交流・ネットワークの機会としても位置

付ける。

その他：東京社会福祉士会ＨＰ掲示板で告知する。

【電話相談事業研究開発委員会】

2025 年度

重点課題

1. 通常シフト体制の回復

2. 相談員の確保

3. 相談活動の質の向上

事
業
実
施
計
画

１． 電話相談事業の

実施

年末年始を含む 365 日、2 人体制で 19：30～22：

00 の 2 時間半の相談体制への回復を図る

２．相談員カンファレン

スの開催

毎月 1 回、相談員の資質の向上と情報共有を目的

に、カンファレンスを行う

３．コーディネーター会

議の開催

毎月 1 回、委員会の活動方針の提案・検討や事務作

業の円滑化のために、コーディネーター会議を行う

４．オープン研修の実

施

年 1 回

対象：社会福祉士（東京会員・他県会員・その他）

３０名



【地域包括支援センター委員会】 （2025.5.17 より新名称 『地域包括ケア委員会』

同日の理事会にて名称変更可決）

 

2025 年度

重点課題

1. 定例委員会の開催

2. ソーシャルワーク等に関する実務研修開催

3. 他委員会並びに外部関係団体（行政、社協等）

との連携（研修、委員派遣、情報交換等）

事
業
実
施
計
画

１．定例委員会 

・毎月第 4 水曜日夜間

・年間１２回開催予定（原則オンライン開催。臨時開催を

必要に応じて検討）。※８月は集合での暑気払い、１

２月は集合での忘年会を予定。

・所属委員による実践・研究報告、各委員の活動や活

動地域の情報交換等

２．ソーシャルワーク実

践等の実務研修の

実施

内容：学識者、所属委員によるソーシャルワークや権

利擁護の実践に関する研修会の実施

回数：1 回

参加予定人数：６０人

その他：研修時に社会福祉士会への加入促進

３．他委員会並びに外

部関係団体（行政、

社協等）との連携

・センター全体会議、調査研究センター会

議、実践研究大会への参加等を通じ、他委員会と

意見交換、情報共有を行い、合同企画や研修周知

等、行えるところから連携を進めていく。

回数： 随時

・東京社会福祉士会に寄せられる研修講師等の派

遣要請を検討し、適任者を応募者として推薦する

などして、外部関係団体等に委員を派遣する。

回数： 随時



【地域包括支援センター委員会】 （2025.5.17 より新名称 『地域包括ケア委員会』

同日の理事会にて名称変更可決）

 

2025 年度

重点課題

1. 定例委員会の開催

2. ソーシャルワーク等に関する実務研修開催

3. 他委員会並びに外部関係団体（行政、社協等）

との連携（研修、委員派遣、情報交換等）

事
業
実
施
計
画

１．定例委員会 

・毎月第 4 水曜日夜間

・年間１２回開催予定（原則オンライン開催。臨時開催を

必要に応じて検討）。※８月は集合での暑気払い、１

２月は集合での忘年会を予定。

・所属委員による実践・研究報告、各委員の活動や活

動地域の情報交換等

２．ソーシャルワーク実

践等の実務研修の

実施

内容：学識者、所属委員によるソーシャルワークや権

利擁護の実践に関する研修会の実施

回数：1 回

参加予定人数：６０人

その他：研修時に社会福祉士会への加入促進

３．他委員会並びに外

部関係団体（行政、

社協等）との連携

・センター全体会議、調査研究センター会

議、実践研究大会への参加等を通じ、他委員会と

意見交換、情報共有を行い、合同企画や研修周知

等、行えるところから連携を進めていく。

回数： 随時

・東京社会福祉士会に寄せられる研修講師等の派

遣要請を検討し、適任者を応募者として推薦する

などして、外部関係団体等に委員を派遣する。

回数： 随時

【障害者支援委員会】

 

２０２５年度

重点課題

1. 新たなメンバーを確保し、委員会活動の安定と拡

充を図る。

2. オープンな研修会を開催し、障害者支援の知識向

上やネットワーク強化を図る。

3. 勉強会等を通じ、メンバーの知識と実践力の向上

を図り、委員会として課題に取り組む環境を整え

る。

事
業
実
施
計
画

１．幹事会の開催

回数：月１回以上(定例；毎月第３火曜日)

内容：研修会・勉強会の企画など

対象：障害者支援委員会幹事

２．メーリングリストの

活用

・メーリングリストを活用した情報交換や意見交換を

行う。

３．研修会の開催

（障害者支援実践研

修；プラ研）

回数：年２回程度

内容：障害者の支援について関心の高い事項を外部

講師を招き研修を開催する。

対象：障害者支援委員会メンバー、社会福祉士、障害

福祉に興味のある方。

４．勉強会の開催

回数：月１回(毎月第３火曜日)

内容：実践力強化のため、基礎から実践的・専門的な

ことをテーマを決め開催する。

対象：主に障害者支援委員会メンバー

５．実践研究大会への

参加

・実践研究大会に委員会として参加する

（内容については、幹事会等で今後検討）



【国際委員会】

2025 年度

重点課題

1. 多文化共生社会における社会福祉士の支援につ

いて知識と技術の修得を図る

2. 在留外国人支援ネットワークを形成する

3. 他国の社会福祉実践について理解を深める

事
業
実
施
計
画

１．委員会の開催

回数：年４回

対象：国際委員及び関心のある社会福祉士

在留外国人や海外の支援にかかわる社会福祉士の

実践や課題などを共有し学ぶ（年 4 回）

２．入管見学会の

実施

回数：年１回

対象：社会福祉士

在留外国人と支援の現状について、理解を深めるた

め東京入国管理局の見学会及び意見交換会を対面

で開催する。社会福祉士間のネットワーク構築も目的

とする。

３．在留外国人相談会

への参加

回数：年１回

参加者：国際委員

他機関等で実施する「滞日外国人相談会」に参加し

て相談に応じるとともに、他職種とのネットワークを形

成する。



【国際委員会】

2025 年度

重点課題

1. 多文化共生社会における社会福祉士の支援につ

いて知識と技術の修得を図る

2. 在留外国人支援ネットワークを形成する

3. 他国の社会福祉実践について理解を深める

事
業
実
施
計
画

１．委員会の開催

回数：年４回

対象：国際委員及び関心のある社会福祉士

在留外国人や海外の支援にかかわる社会福祉士の

実践や課題などを共有し学ぶ（年 4 回）

２．入管見学会の

実施

回数：年１回

対象：社会福祉士

在留外国人と支援の現状について、理解を深めるた

め東京入国管理局の見学会及び意見交換会を対面

で開催する。社会福祉士間のネットワーク構築も目的

とする。

３．在留外国人相談会

への参加

回数：年１回

参加者：国際委員

他機関等で実施する「滞日外国人相談会」に参加し

て相談に応じるとともに、他職種とのネットワークを形

成する。

【災害福祉委員会】

 

2025 年度

重点課題

1. 認証研修の災害支援活動者養成研修の実施

2. 災害支援活動に向けての学習会の開催

3. 防災教育や他機関との連携と協働

事
業
実
施
計
画

１．定例会の実施

毎月１回概ね第２週で、参加委員が多くなる日程で調

整。１９:３０～２１：００開催

参加者：各委員

２．学習会実施

年３回

防災に関する学習会を開催する。または防災に関す

る施設等の見学会、避難訓練の実施

参加者：本会会員

３．災害支援活動者養

成研修の実施

年１回２日間

災害支援活動者養成研修を実施し、名簿登録者の増

加と質の担保を図る。

受講生：災害支援に関心がある社会福祉士

４．災害復興まちづくり

支援機構行事参加 

毎年７月に行われるシンポジウム実施支援

秋に行われる相談会に相談員を派遣

参加者：委員会委員

５．東京都災害福祉広

域支援ネットワーク・

DWAT 事業協力

ネットワーク連絡会参加。

都が実施する災害時の福祉応援職員派遣登録制度

(DWAT)に協力していく。

参加者：委員会委員及び DWAT 登録者

６．会員・地域社会の防

災・減災のために発

信していく

地域住民の防災に役立つアイテムを作成することや

会報や実践研究大会にて発表することで、会員の防

災・減災意識を高めていく。

参加者：会員及び都民



【貧困問題研究委員会】

 

2025 年度

重点課題

1. 毎回の定例会の実施

2. 定例会において最新の政策動向を把握する

3. 委員の勧誘と機能強化

事
業
実
施
計
画

１．委員会活動
月 1 回定例会の実施

(回数 12 回)

２．公開学習会の

実施
年 1 回外部講師を招いて研修を行う

３．フィールドワークの

実施
場所を選定し、年 1 回現地調査を行う

４．実践研究大会への

参加

会での取り組みを実践研究大会で報告を行う

（2025 年度は準備委員会）



【貧困問題研究委員会】

 

2025 年度

重点課題

1. 毎回の定例会の実施

2. 定例会において最新の政策動向を把握する

3. 委員の勧誘と機能強化

事
業
実
施
計
画

１．委員会活動
月 1 回定例会の実施

(回数 12 回)

２．公開学習会の

実施
年 1 回外部講師を招いて研修を行う

３．フィールドワークの

実施
場所を選定し、年 1 回現地調査を行う

４．実践研究大会への

参加

会での取り組みを実践研究大会で報告を行う

（2025 年度は準備委員会）

【独立・開業型委員会】

 

2025 年度

重点課題

1. 独立型社会福祉士と開業している社会福祉士の

資質向上

2. 独立型社会福祉士及び開業している社会福祉士

の相互交流

3. ホームソーシャルワーク実践の支援及び

周知等の活動

事
業
実
施
計
画

１．定例会・情報交換会

回数：6 回（2 か月に 1 回）

参加：委員等

この他随時福祉 ICT 部会、ホームソーシャルワーク

部会開催有

２．実践報告会

（更新研修）

回数：1 回

参加：会員等

３．研修・交流会（カフェ

テリア）

海外や先進的な活動をされている独立型ソーシャル

ワーカーの活動を学び交流する

回数：1～2 回

参加：会員等

このほか、フィールドワーク実施の場合有

４．ホームソーシャルワ

ーク研修

回数:1 回

参加：会員等

活動の周知を関連職種・機関等へ実施

必要に応じて修了者の情報提供実施

５．調査・研究

・実践報告会（更新研修）等の実践内容を元に実践研

究大会等でのポスター発表等

・独立・開業している社会福祉士の実態調査



【自殺予防ソーシャルワーク委員会】

 

2025 年度

重点課題

1. 社会福祉士への自殺に関する正しい知識の普及

啓発と自殺リスクが疑われるクライエントへの効果

的な支援スキルの向上

2. 生きづらさを抱えている人々の権利擁護とエンパ

ワメント

3. 遺族支援、未遂者家族支援、死亡事例検討会、支

援者支援、事後対応における組織体制などのポス

トベンションのあり方の検討

事
業
実
施
計
画

１．定例会

回数：12 回（原則毎月）

参加：委員

方法：原則オンライン，年数回の対面

２．オープン研修
回数：1 回（2026 年 3 月予定）

参加：オープン

３．他県士会・団体交

流・共同研修開催等

回数：１～2 回

参加：委員、他県士会・他団体会員等

４．調査研究 自殺予防に関わる調査研究実施

５．勉強会・事例検討会
回数：１～２回（2026 年秋ほか）

参加：委員（適宜、他委員会委員等を含む）

６．フィールドワーク
回数：随時

参加：委員



【自殺予防ソーシャルワーク委員会】

 

2025 年度

重点課題

1. 社会福祉士への自殺に関する正しい知識の普及

啓発と自殺リスクが疑われるクライエントへの効果

的な支援スキルの向上

2. 生きづらさを抱えている人々の権利擁護とエンパ

ワメント

3. 遺族支援、未遂者家族支援、死亡事例検討会、支

援者支援、事後対応における組織体制などのポス

トベンションのあり方の検討

事
業
実
施
計
画

１．定例会

回数：12 回（原則毎月）

参加：委員

方法：原則オンライン，年数回の対面

２．オープン研修
回数：1 回（2026 年 3 月予定）

参加：オープン

３．他県士会・団体交

流・共同研修開催等

回数：１～2 回

参加：委員、他県士会・他団体会員等

４．調査研究 自殺予防に関わる調査研究実施

５．勉強会・事例検討会
回数：１～２回（2026 年秋ほか）

参加：委員（適宜、他委員会委員等を含む）

６．フィールドワーク
回数：随時

参加：委員

【こども学校包括支援委員会（スクールソーシャルワーク委員会）】

 

2025 年度

重点課題

1. 委員会運営の安定性の確保と運用の定着

2. スクールソーシャルワーカー、教育委員会等の連

携と支援

3. 委員活動の充実

事
業
実
施
計
画

１．三役会
回数：年 10 回程度（オンライン等）

対象：三役（委員長、副委員長、会計）

２．運営検討会

回数：年 5 回程度（オンライン等）

対象：各部会またはチームの活動のある委員及びそ

れに参加可能な委員
※三役会に併せて実施

３．こども家庭・学校に

関わるソーシャルワ

ークにおける情報提

供及び教育委員会

バックアップ

回数：三役会に併せて実施（オンライン等）但し、第三

者委員や事例検討依頼等の対応は随時

対象：委員会委員及びソーシャルワーカー、教育委員

会

（東京会員・他県会員・その他）

４．初任者研修

回数：年 2 回（オンライン等）

対象：スクールソーシャルワーカー等

（東京会員・他県会員・その他）

５．東京社会福祉士会

各委員会との情報交

換や学習会

回数：年 2 回（オンライン等）

対象：委員会委員等

６．他県のソーシャルワ

ーカーとの情報交換

や学習会

回数：年 2 回（オンライン等）

対象：ソーシャルワーカー等

（東京会員・他県会員・その他）



４．権利擁護センターぱあとなあ東京

ぱあとなあ東京には、現在 700 名近い会員が名簿登録しており、成年後見人として活動中である。国

の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、より地域に密着したチーム支援としての後見活動や意思

決定支援を推進すべく、会員一人ひとりが専門職後見人として、各々の実践場面において専門性を発

揮することが求められる。職能団体としての役割を果たすべく下記の各事業を展開する。

2025 年度

重点課題

1. 地域共生社会実現にむけ、第二期成年後見制度

利用促進基本計画で求められている職能団体とし

ての役割を果たせるよう地域や東京都、家裁等と

の連携を強化する

2. 組織改正後の体制についてモニタリングし、必要

な仕組みの見直しを行う

3. ぱあとなあ東京ウェブシステムのさらなる改善を

進め、会員が後見活動及び会務に安心して取り組

める環境を整える

事
業
実
施
計
画

１．センター会議・運営

会議の開催

①センター会議

回数： 回（月 回）

②運営会議

回数： 回（月 回）状況で適宜開催

対象：運営委員

２．担当者会議・部・連

絡会の運営

※会議・部会毎に設定

種類（回数）：相談担当者会議（ 回 年）

研修担当者会議（ 回 年）

サポート部（ 回 年）

法人後見監督部（ 回 年）

未成年後見部

（案件状況に応じて適宜開催）

地域連携担当者連絡会（適宜）

３．研修の開催

（認証）

①支援者のための成年後見制度活用講座（認証）

回数：1 回（4 日間）

対象：社会福祉士会会員、社会福祉士、都民

②成年後見制度の基礎（認証）

回数：1 回（4 日間）

対象：社会福祉士会会員、社会福祉士

①②のファシリテーター向けの研修を開催

（独自：4 回）

４．研修の開催

（独自）

① 名簿登録研修（独自： 回 日間）

対象：東京社会福祉士会会員（予定も含む）

② 継続研修（１３回）

対象：ぱあとなあ会員、東京社会福祉士会会員、社会

福祉士

③ 倫理研修（１４回）

対象：ぱあとなあ会員



４．権利擁護センターぱあとなあ東京

ぱあとなあ東京には、現在 700 名近い会員が名簿登録しており、成年後見人として活動中である。国

の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、より地域に密着したチーム支援としての後見活動や意思

決定支援を推進すべく、会員一人ひとりが専門職後見人として、各々の実践場面において専門性を発

揮することが求められる。職能団体としての役割を果たすべく下記の各事業を展開する。

2025 年度

重点課題

1. 地域共生社会実現にむけ、第二期成年後見制度

利用促進基本計画で求められている職能団体とし

ての役割を果たせるよう地域や東京都、家裁等と

の連携を強化する

2. 組織改正後の体制についてモニタリングし、必要

な仕組みの見直しを行う

3. ぱあとなあ東京ウェブシステムのさらなる改善を

進め、会員が後見活動及び会務に安心して取り組

める環境を整える

事
業
実
施
計
画

１．センター会議・運営

会議の開催

①センター会議

回数： 回（月 回）

②運営会議

回数： 回（月 回）状況で適宜開催

対象：運営委員

２．担当者会議・部・連

絡会の運営

※会議・部会毎に設定

種類（回数）：相談担当者会議（ 回 年）

研修担当者会議（ 回 年）

サポート部（ 回 年）

法人後見監督部（ 回 年）

未成年後見部

（案件状況に応じて適宜開催）

地域連携担当者連絡会（適宜）

３．研修の開催

（認証）

①支援者のための成年後見制度活用講座（認証）

回数：1 回（4 日間）

対象：社会福祉士会会員、社会福祉士、都民

②成年後見制度の基礎（認証）

回数：1 回（4 日間）

対象：社会福祉士会会員、社会福祉士

①②のファシリテーター向けの研修を開催

（独自：4 回）

４．研修の開催

（独自）

① 名簿登録研修（独自： 回 日間）

対象：東京社会福祉士会会員（予定も含む）

② 継続研修（１３回）

対象：ぱあとなあ会員、東京社会福祉士会会員、社会

福祉士

③ 倫理研修（１４回）

対象：ぱあとなあ会員

④ 更新研修（ 回）

対象：ぱあとなあ会員全員必須

※ ラーニングを使用

②③については広域・ブロック両方で開催

５．ブロックの運営

①受任調整事業：地域の候補者推薦依頼に対し、ブロ

ックの担当者を中心に体制を強化する。

②スキルアップ事業：定例会や会員研修の企画及び

実施、会員への周知、理解浸透を図る。

③地域連携事業：行政や中核機関等との連携を図り、

地域の権利擁護体制の推進を進める。

④会員相談事業：ブロック内で会員相談を受付け、孤

立させない仕組みを工夫する。

６．会員支援

①電話・メール等相談

（広域相談およびブロック）

②初任者面談、サポーター同行（ブロック）

③受任後 1 年間後見事務サポート事業

（ブロック）

④会員同士の積極的な交流を実施（ブロック）

⑤SD ミーティング（サポート部）

⑥事例検討会（研修担当者会議等）

⑦法人後見監督人としての会員支援

（法人後見監督部）

７．都民の権利擁護に

関すること

①25 周年事業として都民向け講演会開催

（運営会議主催）

②一般相談で後見制度に関すること、会員への意見

要望などを受け付ける（広域相談）

③島しょ地区に関する情報共有

８．部ごとの研修

①相談担当者等を対象とした研修

（外部講師研修 1 回、会員講師研修 1 回）

（相談担当者会議代表）

②成年後見監督に関する研修（法人後見監督）

９．IT 化の推進

会計・システム

ぱあとなあ東京ウェブシステムを活用し以下のことを

行う

①会員のためのマイページ運用改善

②活動報告書の管理、確認業務の改善

③コーディネートシステムの活用

④事務局業務の効率化

１０．地域連携ネットワ

ークに関すること

①家庭裁判所、三士会、東京都・東京都社会福祉協

議会などとの協議への参加

②地域の検討委員会や協議会等への会員派遣

③ブロックにおける地域連携ネットワーク構築の状

況、中核機関や自治体との連携に関する情報を会

員へ発信する（地域連携担当者による広報活動）



 

１１．健全な運営

①事務局・東京社会福祉士会会計担当と共有しなが

ら毎月の予算執行を把握

②事業運営と適切な会員負担について検討

（継続）



 

１１．健全な運営

①事務局・東京社会福祉士会会計担当と共有しなが

ら毎月の予算執行を把握

②事業運営と適切な会員負担について検討

（継続）

５．ソーシャルワーク協働事業センター

地域社会の福祉に貢献する事業を自治体等から受託し、職能団体として専門的な事業運営を展開する

ことを通じて、都民の福祉に寄与することを目的としている。地域のニーズや期待される役割を認識し

専門職として責任あるソーシャルワーク実践を展開していく。

2025 年度

重点課題

1. 委託元との連携業務による体制強化

2. 充実した支援に向けた研修の継続

3. 安定した事業運営に向けた人員配置

事
業
実
施
計
画

１  新宿区

拠点相談事業

（相談所とまりぎ） 

 新宿区内の公園や路上等で起居するホームレス

状態にある生活困窮者に対し、路上生活からの脱

出に対する相談支援を行う。

（２）衣類、乾パン等の提供及び健康・衛生面からシャ

ワーと洗濯機利用の機会を提供する。

（３）新宿区からの要請を受け、東京都等と連携し巡

回相談を実施する。

（４）各関係団体との情報共有及び連携の強化により

健全な地域づくりに貢献する。

（５）必要に応じて医療機関や宿泊施設の同行を行う

（救急搬送も含む）

（６）路上生活を脱した利用者が再度路上生活に戻ら

ないためにアフターフォローを行う。

(7)相談援助における職員の業務知識向上のため、

積極的な研修会等の参加を目指す。

２. 新宿区自立

相談支援事業

（１）自立相談支援事業

（２）住居確保給付金事業

(3)就労支援事業

（４）家計改善支援事業

◇丁寧なインテーク・アセスメントを行い、必要に応じ

て支援計画を策定し、包括的・継続的な相談支援

を実施する。

◇定期的に支援の振り返りを行い、課題を整理しな

がら各事業において、寄り添い型・併走型の支援を

提供する。

◇新宿就職サポートナビ、新宿ジョブサポートと連携

して相談者の早期就職に向けた支援を行う

◇関係機関との情報共有を行い、切れ目のない支援

を提供する中で、地域のサポートネットワークの充

実を図る。

◇相談支援員のスキル向上のため、各種研修に参加

する機会を確保し、事例研究、スーパービジョンを

定期的に実施する。



３ 新宿区

ひきこもり相談

支援事業

ひきこもり相談支援業務

◇ひきこもりの相談者及び家族に対し、安心して生活

できるよう支援の調整を行う。

◇関係機関との情報共有を通じて、支援の充実を図

る。

◇自立相談支援機関と相互に連携を取り、一体的な

支援を行う。

◇相談支援員のスキル向上のため、各種研修に参加

する機会を確保し、事例研究、スーパービジョンを

定期的に実施する。

４ 狛江市自立

相談支援事業

（こま YELL）

(1)自立相談支援事業

（２）住居確保給付金事業

（３）就労支援事業

（４）就労準備支援事業

（５）家計改善支援事業

（６）子どもの学習・生活支援事業

上記各事業に対し、早期に関係機関との情報共有を

行い、アウトリーチを含む支援の強化を図る。

◇相談力の更なる向上に向けて、事例検討会を実施

する。

・開催目標：１回以上/月

◇課題の整理を行い、支援をコーディネートするため

のプラン作成に積極的に取り組む。

５ 特別区社会

福祉事業団包括的

施設支援事業

(1)緊急連絡先支援業務

◇厚生関係施設退所者で身寄りがない方へ、アパー

トの緊急連絡先を提供する。

（２）訪問モニタリング

◇利用者が安心・安全に地域生活を送れるように見

守り支援を行う。

◇必要に応じて社会資源の紹介等を行う。

(3)電話相談モニタリング

◇高齢者や持病のある方など、孤立しがちな利用者

へのサポートを手厚く行う。

(4)その他

◇相談員の専門性向上のため、定期的な研修とスー

パービジョンを実施する。

６ 福島県復興

支援員設置業務

東日本大震災により、福島県から東京へ避難した

方々への戸別訪問や電話により、現況を把握し、自治

体や民間団体との連携を深めて、地域の中で安心し

て暮らせるよう支援を行う。また、本会の専門性を生

かし他県や避難元市町村の復興支援員との連携及

びサポートを行う。



３ 新宿区

ひきこもり相談

支援事業

ひきこもり相談支援業務

◇ひきこもりの相談者及び家族に対し、安心して生活

できるよう支援の調整を行う。

◇関係機関との情報共有を通じて、支援の充実を図

る。

◇自立相談支援機関と相互に連携を取り、一体的な

支援を行う。

◇相談支援員のスキル向上のため、各種研修に参加

する機会を確保し、事例研究、スーパービジョンを

定期的に実施する。

４ 狛江市自立

相談支援事業

（こま YELL）

(1)自立相談支援事業

（２）住居確保給付金事業

（３）就労支援事業

（４）就労準備支援事業

（５）家計改善支援事業

（６）子どもの学習・生活支援事業

上記各事業に対し、早期に関係機関との情報共有を

行い、アウトリーチを含む支援の強化を図る。

◇相談力の更なる向上に向けて、事例検討会を実施

する。

・開催目標：１回以上/月

◇課題の整理を行い、支援をコーディネートするため

のプラン作成に積極的に取り組む。

５ 特別区社会

福祉事業団包括的

施設支援事業

(1)緊急連絡先支援業務

◇厚生関係施設退所者で身寄りがない方へ、アパー

トの緊急連絡先を提供する。

（２）訪問モニタリング

◇利用者が安心・安全に地域生活を送れるように見

守り支援を行う。

◇必要に応じて社会資源の紹介等を行う。

(3)電話相談モニタリング

◇高齢者や持病のある方など、孤立しがちな利用者

へのサポートを手厚く行う。

(4)その他

◇相談員の専門性向上のため、定期的な研修とスー

パービジョンを実施する。

６ 福島県復興

支援員設置業務

東日本大震災により、福島県から東京へ避難した

方々への戸別訪問や電話により、現況を把握し、自治

体や民間団体との連携を深めて、地域の中で安心し

て暮らせるよう支援を行う。また、本会の専門性を生

かし他県や避難元市町村の復興支援員との連携及

びサポートを行う。

６．事業推進センター

事業推進センターは、東京における社会福祉の発展と改革に寄与する活動を担うとともに、本会の収益

事業として位置づくものである。現在の事業の内容は、社会福祉を担う人材の後進育成を目的とする養

成支援事業（休止中）、福祉施設等のサービス評価をおこなう福祉サービス第三者評価事業、再犯防止

の立ち直りを支える地域支援ネットワークづくり事業となっている。

【養成支援事業部】

2024 年 4 月より活動休止

【福祉サービス第三者評価事業部】

2025 年度

重点課題

1. 質の高い評価を行う

2. コーディネーターを育成する

3. 評価件数の確保及び新しい分野の開拓を行う

事
業
実
施
計
画

１．評価事業の実施

評価件数：20事業所

評価分野：障害・高齢・社会的養護・生活保護等

生活保護施設等の新規開拓

２．運営会議の開催
回数：年３回

参加者：運営部員

３．コーディネーター会

議の開催

回数：年３回

参加者：コーディネーター

４．評価者への周知とス

キルアップ

評価者会議 回数：年1回

内部研修 回数：年1回

対象:評価者全員（オンラインにて実施予定）

５．コーディネーターの

育成

コーディネーター：６人

OJTを通して育成を行う

６．より良い評価プロセ

スの追求

評価の実践を通してより良い方法を試行し、必要に応

じて当評価機関の方法として周知する

７．評価者への情報提

供
評価者メーリングリストを活用して情報提供を行う



【立ち直りを支える地域支援ネットワークづくり事業部】

 

2025 年度

重点課題

1. 東京都内の各地区において、犯罪につながりかね

ない生きづらさを抱えた人たちを支援するためのネ

ットワークづくりを行う。

2. 東京都内又はオンラインにて、会員の社会福祉士

をはじめとした地域の支援者のスキルアップを支援

する。

3. 東京都内で活動する支援団体等のネットワーキン

グを推進する。

事
業
実
施
計
画

１．運営部会の開催
回数：12 回（毎月 1 回）

対象：運営部員 15 名以内

２．支部への支援
回数：各支部 12 回（毎月 1 回報告を受ける）

対象：事業部支部

３．地区会に対する事

業説明会

回数：10 回

対象：支部設立を希望する地区会

４．研修の実施

回数：6 回（2 種類を各 3 回）

対象：基礎分野研修：会員 20 名×3 回

専門分野別研修：会員他 50 名×3 回

５．広域ネットワークイ

ベントの実施

回数：2 回

対象：会員、地域の支援者、東京都内で活動する支

援団体等職員等 100 名×2 回

６．広報誌

「All Right」発 行

回数：4 回（4，7，10，1 月）

対象：会員、地域の支援者、東京都内で活動する支

援団体職員等

７．特設サイトにおける

広報

回数：随時

対象：会員、地域の支援者、東京都内で活動する支

援団体職員等

８．事後評価実施

回数：1 回（2025 年 12 月頃）

対象：運営部員、支部に所属する会員、評価アドバイ

ザー

９．日本更生保護協会

との打合せ

回数：12 回（毎月 1 回）

対象：事業部長、副部長、事務局長



【立ち直りを支える地域支援ネットワークづくり事業部】

 

2025 年度

重点課題

1. 東京都内の各地区において、犯罪につながりかね

ない生きづらさを抱えた人たちを支援するためのネ

ットワークづくりを行う。

2. 東京都内又はオンラインにて、会員の社会福祉士

をはじめとした地域の支援者のスキルアップを支援

する。

3. 東京都内で活動する支援団体等のネットワーキン

グを推進する。

事
業
実
施
計
画

１．運営部会の開催
回数：12 回（毎月 1 回）

対象：運営部員 15 名以内

２．支部への支援
回数：各支部 12 回（毎月 1 回報告を受ける）

対象：事業部支部

３．地区会に対する事

業説明会

回数：10 回

対象：支部設立を希望する地区会

４．研修の実施

回数：6 回（2 種類を各 3 回）

対象：基礎分野研修：会員 20 名×3 回

専門分野別研修：会員他 50 名×3 回

５．広域ネットワークイ

ベントの実施

回数：2 回

対象：会員、地域の支援者、東京都内で活動する支

援団体等職員等 100 名×2 回

６．広報誌

「All Right」発 行

回数：4 回（4，7，10，1 月）

対象：会員、地域の支援者、東京都内で活動する支

援団体職員等

７．特設サイトにおける

広報

回数：随時

対象：会員、地域の支援者、東京都内で活動する支

援団体職員等

８．事後評価実施

回数：1 回（2025 年 12 月頃）

対象：運営部員、支部に所属する会員、評価アドバイ

ザー

９．日本更生保護協会

との打合せ

回数：12 回（毎月 1 回）

対象：事業部長、副部長、事務局長

７．地区支援センター 

地区支援センターは、都内各地区社会福祉士会（地区会）と本会が相互に協力し合える体制の構

築を進める。また、各地区社会福祉士会においては、活動を通じた情報交換や情報共有を図り会

員同士はもとより、各委員会・センターと連携し、地域に根差した福祉実践を目指していく。

2025 年度

重点課題

1．組織率の向上に向けた地区会活動及び地区会会員の

倫理綱領・行動規範を基盤とした活動への支援を進め

る。

2．地区会の安定的な運営に向けた、総会開催・会計事務

等の事務処理の平準化・標準化を図る。

3．各地区会の属する地域の行政機関との協調・協働体制

の構築・展開への支援

事
業
実
施
計
画

１．地区活動助成金の支

給

地区会に対し、助成規程に基づき、前年度末日時点の

会員数に応じて算出される額を上限に申請の受付、審査・

支給を行う。

２．全体会議の開催

地区会全体及び本会の情報交換・共有、連携を目的と

して、年 2 回～3 回（予定）、全体会議を開催（Web 利用

開催含む）する。

参加地区会数：40 地区会

３．地区ブロック長会の

開催

各ブロック間の情報交換・共有・連携を目的として、年 2

回（予定）、会議を開催（Web 利用開催含む）する。

参加ブロック：７ブロック

４．地区会員等への倫理

綱領・行動規範の周知

及び地区活動への支

援

各地区会が独自に企画・運営を行う「倫理綱領・行動規

範研修」への支援・バックアップをするとともに、地域を基

盤として活躍する地区会員の地区活動を支援する。

５．各種研修や本会のイ

ベント等への地区会の

参画を促進し、地区会

を基盤とした会員の増

強・拡大

各種研修や本会のイベント等における実行委員やスタッ

フ等への地区会の参画を促進し、社会福祉士の認知度の

向上や地区会を基盤とした会員の増強・拡大を図る。

６．各地区会の属する地

域の行政機関との協

調・協働体制の構築・

展開への支援

各地区会の属する地域の行政機関の事業等の受託を

希望する地区会の有志による活動が可能となるよう本会

が契約を締結し、地区会会員が受託事業を運営するとい

うスキームの構築・展開に向け、本会の委員会やセンター

等との連携を図り、支援する。

 



８．災害対策本部

 

2025 年度

重点課題

1. 発災時の行動指針・体制の整備

2. 復旧時の行動指針・体制の整備

3. 発災時・復旧時支援体制の整備

事
業
実
施
計
画

１．災害対応マニュアル

の整備

・事務局と連動し事務局用 BCP（ 事 業 継 続 計 画 ）

の整備を推進する

・各事業用 BCP の整備を検討する

・発災時の被災者・地支援マニュアルを検討する

・発災時広域連携対応マニュアル整備を検討する

２．災害対応の体制整

備

・各種マニュアルに基づく対応訓練を実施する

・各種マニュアルに基づく連携体制を推進する

・発災時に備えた関係機関との連携強化をはか

る

３．関連機関との連携

強化

・社会福祉士会関東甲信越ブロック会議を開催する

・東京都災害福祉広域ネットワークへ参画する

・災害復興種まちづくり支援機構へ参画する

・地域防災・復興支援対策への参画支援を行う



９．広報推進本部

 

2025 年度

重点課題

1. ＩＣＴを活用した広報活動の実施

2. 映像コンテンツを含めた多様な情報発信

3. 会員活動の支援に資する発信

事
業
実
施
計
画

１．広報誌の発行
・年６回の広報誌（ニュース）を発行する

・広報誌の電子配信への移行を進める

２．Web サイトによる発

信

・会の活動についての告知を発信する

・会や会員からの情報を発信する

・会と会員相互方向の広報活動を行う

３．映像コンテンツの配

信

・講演会や研修会等を映像コンテンツで配信する

・事業や委員会、地区活動の報告等を配信する

４．SNS の活用

・講演会や研修会等を SNS で配信する

・事業や委員会、地区活動の報告等を配信する

・会員自らの発信や会員間の連携促進を支援する

５．Web サイトの刷

新

・SSL 化によりセキュリティ向上をはかる

・オンライン研修申込等、利便性を向上する

・オンライン入会申込・変更等を推進する

・会員への適時適切な情報提供の促進をはかる



１０．事務局

2025 年度

重点課題

1. 働き方改革の推進

2. 業務の棚卸と標準化

3. 職員の定着

事
業
実
施
計
画

１．業務の効率化
在宅勤務、シフト勤務の運用と業務システムの活用に

より、業務遂行の効率化と会員サポートを両立させる

２．バックアップ体制の

構築

業務の可視化及び標準化

研修受講機会の提供

３．BCP（事業継続計

画）の策定
事務局としての BCP（事業継続計画）を策定する

４．定型業務のデジタル

化
勤怠システム、会計システムの有効活用

５．目標管理の導入 目標管理のための面談実施

６．職場環境の整備

５S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）の推進

文書整理（文書保存年限の具体化、細分化、ペーパ

ーレス化の推進）




